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役場から
お知らせします！

■
粗
大
ご
み
の
収
集
日
に
つ
い
て

　

粗
大
ご
み
の
収
集
は
、
４
月
か
ら

11
月
ま
で
の
第
一
金
曜
日
に
電
話
予

約
に
よ
る
戸
別
収
集
を
行
っ
て
い
ま

す
。
お
申
し
込
み
は
収
集
日
の
前
々

日
の
水
曜
日
ま
で
で
す
。
昨
年
度
ま

で
と
曜
日
が
変
更
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
︒

■
粗
大
ご
み
の
出
し
方

①
西
天
北
五
町
衛
生
施
設
組
合
に

電
話
で
申
し
込
み
、
受
付
番
号
を
取

得
し
ま
す
。
な
お
、
ご
み
収
集
事

業
者
で
あ
る
株
式
会
社
ス
ガ
イ
☎

０
１
６
３
２
（
２
）
１
７
４
８
で
も

申
し
込
み
い
た
だ
け
ま
す
。

②
粗
大
ご
み
処
理
券
（
シ
ー
ル
）

を
取
扱
小
売
店
で
購
入
し
ま
す
。

③
処
理
券
に
先
ほ
ど
の
受
付
番
号

と
名
前
を
記
入
し
、
粗
大
ご
み
の
見

や
す
い
と
こ
ろ
に
処
理
券
を
貼
り
付

け
ま
す
。

④
申
し
込
み
時
に
打
ち
合
せ
し
た

日
に
玄
関
前
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
町
の
魅
力
を
表
現
し
た
冊
子
︑
配

布
し
ま
す

　

天
塩
町
に
幾
度
も
訪
れ
た
日
本
大

学
藝
術
学
部
の
学
生
が
、
天
塩
町
の

人
や
自
然
の
魅
力
を
表
現
す
る
冊
子

「TESH
IO

-ZIN
E

」（
Ａ
５
判
28
頁
）

を
製
作
・
発
行
し
ま
し
た
。
希
望
さ

れ
る
方
は
役
場
企
画
商
工
課
に
て
配

布
い
た
し
ま
す
。

※
部
数
に
は
限
り
が
あ
り
ま
す
。

回収月 申込締切日 収集日
４月 4月1日（水） 4月3日（金）
５月 4月28日（火） 5月1日（金）
６月 ６月3日（水） 6月5日（金）
７月 7月1日（水） 7月3日（金）
８月 8月５日（水） 8月７日（金）
９月 9月2日（水） 9月4日（金）
10月 9月30日（水） 10月2日（金）
11月 11月 4日（水） 11月6日（金）

■
補
足
事
項

　

直
接
搬
入
す
る
場
合
は
、
土
日
、

年
末
年
始
（
12
月
31
日
～
１
月
３

日
）
の
休
み
以
外
は
い
つ
で
も
受
入

れ
し
て
い
ま
す
（
受
入
時
間
は
、
午

前
９
時
～
正
午
、
午
後
１
時
～
午
後

４
時
）。

　

直
接
搬
入
す
る
場
合
は
、
組
合
に

申
し
込
む
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
直

接
、
西
天
北
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
へ

搬
入
し
て
く
だ
さ
い
。
粗
大
ご
み
処

理
券
も
プ
ラ
ザ
で
販
売
し
て
い
ま

す
。

　

以
前
の
粗
大
ご
み
処
理
券

（
５
０
０
円
の
記
載
あ
り
）
は
使
用

西
天
北
五
町
衛
生
施
設
組
合

☎
０
１
６
３
２
（
５
）
１
１
５
４

粗
大
ご
み
の
収
集
日

企
画
商
工
課
広
報
情
報
係

☎
０
１
６
３
２
（
２
）
１
０
０
１

﹁TESHIO-ZINE

﹂を
配
布
し
ま
す

　

天
塩
町
に
お
住
ま
い
で
、
次
に
該

当
す
る
方
に
「
日
常
生
活
活
動
支
援

券
」
を
交
付
い
た
し
ま
す
。
希
望
さ

れ
る
方
は
、
印
鑑
を
持
参
の
う
え
、

福
祉
課
福
祉
係
ま
た
は
雄
信
内
支
所

へ
お
越
し
下
さ
い
。

【最大 30 枚交付】
① 70 歳以上の高齢者

【最大 48 枚交付】
② 80 歳以上の高齢者※
③身体障害者手帳１～２級（肢体
障害の場合１～４級まで）所持者
④精神障害者保険福祉手帳１級所
持者
⑤療育手帳Ａ判定の者
⑥要介護認定を受けた者

交付の対象になる方交付の対象になる方

※②～⑥で交付を希望される方は、対
応する本人確認書類（運転経歴証明書、
身体障害者手帳、精神障害者福祉手帳、
療育手帳）をご持参ください。
※②に該当する方のうち、運転免許を
返納した方は、返納したその年度に限
り、追加で 24 枚交付しますので、運
転経歴証明書をご持参ください。
※年度の途中から券の交付を受ける方
は、月割の枚数となります。

★
原
則
︑
ご
本
人
し
か
利
用
で
き
ま

せ
ん

・
入
浴
券
と
し
て
利
用
す
る
場
合
、

介
助
が
必
要
な
場
合
は
そ
の
介
助
者

も
利
用
で
き
ま
す
。

・
ハ
イ
ヤ
ー
運
賃
助
成
券
と
し
て
ご

本
人
以
外
が
利
用
す
る
場
合
、
買
い

物
な
ど
の
用
事
を
依
頼
さ
れ
た
介
助

者
や
親
族
の
方
に
限
り
、
利
用
で
き

ま
す
。

・
亡
く
な
ら
れ
た
方
の
券
を
使
用
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
交
付
さ
れ

た
方
が
亡
く
な
っ
た
と
き
は
、
役
場

へ
お
返
し
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。
不
正
利
用
が
判
明
し
た

場
合
、
券
の
返
還
を
命
じ
る
ほ
か
、

今
後
の
交
付
を
停
止
い
た
し
ま
す
。

★
切
り
取
っ
て
し
ま
っ
た
券
は
利
用

で
き
ま
せ
ん

・
一
度
切
り
取
っ
て
し
ま
っ
た
券
は

無
効
と
な
り
、
使
用
す
る
こ
と
は
で

福
祉
課
福
祉
係

☎
０
１
６
３
２
（
２
）
１
７
２
８

日
常
生
活
活
動
支
援
券

で
き
ま
せ
ん
。
ご
み
袋
販
売
店
に
古

い
粗
大
ご
み
処
理
券
を
お
持
ち
い
た

だ
き
、
追
加
の
40
円
を
支
払
え
ば
新

し
い
処
理
券
と
交
換
で
き
ま
す
。
新

し
い
処
理
券
に
は
金
額
の
記
載
は
あ

り
ま
せ
ん
。

き
ま
せ
ん
。

・
誤
っ
て
券
を
切
り
取
っ
て
し
ま
っ

た
場
合
は
、
券
と
一
緒
に
冊
子
を
お

持
ち
く
だ
さ
い
。

★
紛
失
に
よ
る
再
交
付
は
で
き
ま
せ
ん

・
券
を
な
く
し
て
し
ま
っ
た
場
合
、

再
交
付
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意

願
い
ま
す
。
た
だ
し
、
汚
損
・
破
損

し
て
し
ま
っ
た
場
合
は
、
残
り
の
枚

数
分
の
券
を
交
付
し
ま
す
。

※
部
数
に
は
限
り
が
あ
り
ま
す
。
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■
退
職
し
た
時
は
届
け
出
を
！

　

会
社
を
退
職
し
た
時
は
、
厚
生
年

金
の
加
入
も
終
わ
り
ま
す
。
退
職
し

た
時
に
60
歳
未
満
で
あ
れ
ば
引
き
続

き
国
民
年
金
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
た
め
、
役
場
へ
届
出
が
必
要

と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
保
険
証
の
扶

養
に
入
っ
て
い
た
配
偶
者
に
つ
い
て

も
同
様
に
届
出
が
必
要
と
な
り
ま

す
。

《
手
続
き
に
必
要
な
も
の
》

・
年
金
番
号
の
わ
か
る
書
類

※
手
続
き
の
際
に
退
職
し
た
日
を
確

認
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

■
納
付
は
便
利
な
口
座
振
替
で
！

　

令
和
８
年
度
の
国
民
年
金
の
保
険

料
は
１
ヶ
月
１
万
７
９
２
０
円
で

す
。
現
金
で
納
付
す
る
ほ
か
に
口
座

振
替
制
度
が
あ
り
ま
す
。
納
め
忘
れ

も
な
く
、
毎
月
、
金
融
機
関
等
に
行

く
手
間
も
省
け
て
大
変
便
利
で
す
。

《
お
得
な
割
引
制
度
も
あ
り
ま
す
》

・
早
割
制
度･･･

当
月
分
の
保
険
料

を
当
月
末
に
振
替
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
各
月
60
円
割
引
に
な
り
ま
す
。

・
前
納
制
度･･･

一
定
期
間
の
保
険

料
を
ま
と
め
て
振
替
す
る
こ
と
に

種類 保険料の額 免除期間の
老齢年金の額 所得審査の対象

免
除

全額免除 0 円 ４／８ 申請者本人とその
配偶者及び世帯主

（対象者が失業中の
場合は審査対象外）

3/4 免除 4,480 円 ５／８
半額免除 8,960 円 ６／８
1/4 免除 13,440 円 ７／８

猶
予

納付猶予 0 円 年金額には
反映されません

申請者本人と
その配偶者

学生
納付特例 0 円 申請者本人

よ
っ
て
、
最
大
１
万
７
３
７
０
円
割

引
に
な
り
ま
す
。

《
割
引
額（
口
座
振
替
納
付
の
場
合
）》

・
６
ヶ
月
前
納
：
１
２
２
０
円
お
得

・
１
年
前
納
：
４
５
１
０
円
お
得

・
２
年
前
納
：
１
万
７
３
７
０
円
お

得※
４
月
～
９
月
分
の
６
ヶ
月
前
納
、

１
年
前
納
、
２
年
前
納
は
２
月
末
を

も
っ
て
受
付
を
終
了
し
て
い
ま
す
。

※
金
融
機
関
と
の
手
続
き
の
関
係

上
、
振
替
希
望
月
の
前
月
上
旬
ま
で

に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
保
険
料
を
納
め
ら
れ
な
い
と
き

　

経
済
的
な
理
由
な
ど
に
よ
り
保
険

料
の
納
付
が
困
難
な
と
き
は
「
全
額

免
除
制
度
」「
一
部
納
付
制
度
」「
納

付
猶
予
制
度
」
が
あ
り
ま
す
（
左
上

表
）。
ま
た
、
学
生
の
方
に
は
「
学

生
納
付
特
例
制
度
」が
あ
り
ま
す（
い

ず
れ
も
所
得
審
査
あ
り
）。
未
納
に

し
て
し
ま
う
と
、
将
来
の
老
齢
年
金

だ
け
で
な
く
、
万
が
一
の
と
き
に
障

害
年
金
・
遺
族
年
金
が
受
給
で
き
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
免
除
は
過
去

２
年
１
ヶ
月
分
ま
で
遡
っ
て
申
請
が

行
え
ま
す
。

《
手
続
き
に
必
要
な
も
の
》

①
年
金
番
号
の
わ
か
る
書
類 

②
所

得
審
査
の
対
象
者
が
失
業
中
の
場
合

は
「
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
」
又

は
「
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
」 

③
学
生
納
付
特
例
の
申
請
は
「
在
学

証
明
書
」
又
は
「
学
生
証
の
写
し
」

《
追
納
制
度
が
あ
り
ま
す
》

　

免
除
や
納
付
猶
予
を
受
け
た
期
間

の
保
険
料
は
、
10
年
以
内
で
あ
れ
ば

納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
年
金
請
求
書
が
届
い
た
ら
…
…

　

年
金
を
受
け
取
る
権
利
の
あ
る
方

に
は
、
支
給
開
始
年
齢
に
達
す
る
お

誕
生
日
の
約
３
ヶ
月
前
に
、
年
金
請

求
書
が
届
き
ま
す
。
請
求
手
続
き
は

お
誕
生
日
の
前
日
か
ら
可
能
で
す
。

福
祉
課
福
祉
係

☎
０
１
６
３
２
（
２
）
１
７
２
８

国
民
年
金

■
児
童
手
当
制
度
に
つ
い
て

　

児
童
手
当
は
、
高
校
卒
業
ま
で

（
18
歳
の
誕
生
日
後
の
最
初
の
３
月

31
日
ま
で
）
の
児
童
を
養
育
し
て
い

る
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

支
給
額
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

４
月
・
６
月
・
８
月
・
10
月
・
12

月
・
２
月
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
前
月
分

ま
で
の
手
当
を
支
給
し
ま
す
（
例
え

ば
、
４
月
の
支
給
日
に
は
２
～
３
月

分
の
手
当
を
支
給
し
ま
す
）。

■
認
定
請
求
に
つ
い
て

　

お
子
さ
ま
が
生
ま
れ
た
と
き
や
、

他
の
市
町
村
か
ら
転
入
し
て
き
た
と

き
に
は
、
現
住
所
の
市
区
町
村
に
認

定
請
求
書
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

《
認
定
請
求
に
必
要
な
も
の
》

・
通
帳
の
写
し

※「第３子以降」とは、大学生年代まで（22
歳の誕生日後の最初の 3 月 31 日まで）の養育
している児童のうち、3 人目以降をいいます。

福
祉
課
福
祉
係

☎
０
１
６
３
２
（
２
）
１
７
２
８

児
童
手
当
制
度

児童の年齢 児童手当の額
（1 人あたり月額）

3 歳未満 15,000 円
第 3 子以降は 30,000 円

3 歳以上
高校修了前

10,000 円
第 3 子以降は 30,000 円

・
保
護
者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
確
認

で
き
る
書
類

※
ほ
か
の
市
区
町
村
か
ら
転
入
さ
れ

た
方
は
、
前
住
所
地
で
発
行
さ
れ
た

所
得
証
明
書
が
必
要
で
す
。

※
こ
の
他
に
も
、
必
要
に
応
じ
て
提

出
い
た
だ
く
書
類
が
あ
り
ま
す
。

■
各
種
届
出
に
つ
い
て

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

は
届
出
が
必
要
で
す
。

①
児
童
を
養
育
し
な
く
な
っ
た
な
ど

に
よ
り
、
支
給
対
象
児
童
が
い
な
く

な
っ
た
と
き

④
他
の
市
区
町
村
へ
転
出
す
る
と
き

ま
た
、
66
歳
以
降
に
請
求
し
て
受
け

取
る
年
金
額
を
増
や
せ
る
繰
り
下
げ

請
求
も
ご
ざ
い
ま
す
。
希
望
さ
れ
る

方
は
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

《
手
続
き
に
必
要
な
も
の
》

①
通
帳 

②
身
分
証
明
書


